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入 札 公 告 【郵便入札】 

  

紀南広域廃棄物最終処分場基本構想策定業務の入札について、次のとおり郵便による条

件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の６

第１項の規定に基づき公告する。 

 

  令和８年４月７日 

 

紀南環境広域施設組合  

管理者 真砂 充敏 

 

１ 入札に付する業務の概要 

 ⑴ 年度・番号   令和８年度 紀環広委託 第１号 

⑵ 件名      紀南広域廃棄物最終処分場基本構想策定業務【債務負担行為】 

⑶ 概要       紀南広域廃棄物最終処分場基本構想策定業務仕様書のとおり 

⑷ 履行期間    契約締結日の翌日から令和９年９月３０日（木曜）まで 

⑸ 予定価格    金１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

         （内訳）令和８年度 金７，０００，０００円 

             令和９年度 金５，０００，０００円 

⑹ 支払方法    年度毎の完了報告をもって年度末 1回の支払いとする 

⑺ 業務形態    単体企業 

⑻ 契約の保証   不要 

⑼ 議会の議決   不要 

 

２ 入札方法 

   条件付き一般競争入札（郵便入札） 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑵ 和歌山県又は田辺市、新宮市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦

町、太地町、古座川町、串本町（以下「関係市町」という。）の入札参加資格者登録名

簿に登録されていること。 

⑶  次のいずれかの条件を満たしていること。 

ア 受託者は、業務の円滑な推進を図るために、管理技術者、照査技術者及び主任担

当技術者を配置し、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する作業

については相当の経験を有する技術者を配置すること。 
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イ 管理技術者は、廃棄物処理施設の設計・建設に係る技術的知識と十分な経験を有

し、技術士(総合技術監理部門における廃棄物・資源循環（旧名の廃棄物管理、廃棄

物処理、廃棄物管理計画を含む）又は衛生工学部門における廃棄物・資源循環（旧

名の廃棄物管理、廃棄物処理、廃棄物管理計画を含む）の資格を有し、過去 10年間

に、地方自治体、広域連合又は一部事務組合が発注した最終処分場（埋立容量約 19

万㎥、浸出水処理能力 100 ㎥と同程度の規模）の一般廃棄物処理施設整備基本構想

若しくは基本計画策定業務の経験実績を有する者であること。 

ウ 照査技術者は、管理技術者に定める資格を有する者であること。 

照査技術者は、管理技術者及び主任担当技術者を兼ねることができない。 

エ 主任担当技術者は、廃棄物処理施設の設計·建設に係る技術的知識と十分な経験を

有し、技術士(総合技術監理部門における廃棄物・資源循環（旧名の廃棄物管理、廃

棄物処理、廃棄物管理計画を含む）又は衛生工学部門における廃棄物・資源循環（旧

名の廃棄物管理、廃棄物処理、廃棄物管理計画を含む）の資格を有し、過去 10年間

に、地方自治体、広域連合又は一部事務組合が発注した最終処分場（埋立容量約 19

万㎥、浸出水処理能力 100 ㎥と同程度の規模）の一般廃棄物処理施設整備基本構想

若しくは基本計画策定業務の経験実績を有する者であること。 

オ イ、ウ、エの技術者は、兼務できないこととし、落札候補者と恒常的に３か月以

上の雇用関係があり、そのことを証明できる者であること。 

⑷ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑸ 関係市町において、入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。 

 

３ 入札参加手続等 

⑴ 本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申

請手続等は要しない。 

⑵ 関係資料等の閲覧期間及び閲覧場所 

ア-1 閲覧資料  施設概要、利用の手引き、維持管理情報、 

循環型社会形成推進地域計画等 

 ア-2 閲覧期間  HP に常時掲載 

 ア-3 閲覧場所  紀南環境広域施設組合ホームページ 

 

イ-1 閲覧資料  一般廃棄物維持管理計画書・産業廃棄物維持管理計画書 

 イ-2 閲覧期間  令和８年４月７日（火曜）から令和８年４月２２日（水曜） 

         （土日、祝祭日を除く午前９時から午後４時） 

 イ-3 閲覧場所  紀南広域廃棄物最終処分場 管理棟 
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４ 入札等 

 ⑴ 執行方法について 

本件は、「郵便入札」で実施する。詳しくは、ホームページに掲載している「紀南環

境広域施設組合郵便入札に関する要領」、「郵便入札の手順について」を熟覧の上、入

札手続をすること。 

⑵ 入札書等について 

ア 入札書は、紀南環境広域施設組合のホームページに掲載している郵便入札用の入

札書の様式を使用しなければならない。 

  イ 入札書は次のとおり作成するものとする。 

① 入札書には、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載するものとする。 

   ② 入札書には、入札金額、業務年度・業務番号、業務名、及び入札者の住所・氏

名（押印）を記載すること。また、落札候補者となるべき最低価格入札者（最低

制限価格以下で失格となった者を除く。）が２者以上あるときは、郵便入札の手順

の要領によりくじを行うため、くじ番号も記入すること。 

   ③ 一度提出された入札書等の書換え、引替え又は撤回は認めないものとする。た

だし、開札日時までに入札辞退届を一般書留郵便又は簡易書留郵便にて提出した

場合は、辞退を認めるものとする。 

ウ 入札書の提出は、入札者の代表者又は入札参加資格等登録の際の届出により委任

を受けている者のみが行えるものとし、代理人その他の者が行うことはできない。 

エ 提出された入札書その他の書類は、返却しないものとする。 

⑶ 入札書等の提出方法について 

ア 入札書等は、次の方法により郵送で提出すること。 

 ① 郵送は、配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれか

の方法により郵送しなければならない。 

※この場合において、持参、電報、電子メール、又はファックスを含め、上記以外

の方法により提出された入札書は、無効とする。 

イ 入札書等到着期日及び提出先 

① 到着期日（配達指定日） 令和８年４月２３日(木曜) ９時から１７時の間 

② 提出先  〒646－0051 

和歌山県田辺市稲成町 2670 番地  

紀南広域廃棄物最終処分場内 

紀南環境広域施設組合事務局 行 

   ※到着期日以外に到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず無効とする。 

⑷ 封筒等 

ア 封筒は、長形３号封筒を使用するものとする。 

イ 封筒へは、入札書のみを入れて封かんしなければならない。なお、封かんについ

ては、別に定める「郵便入札の手順について」を参照の上、行わなければならない。 

  ウ 封筒については、ホームページに掲載している「封筒用貼付用紙」に住所、商号
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又は名称等を記載した上で、入札書等を入れた封筒の表面に剥がれることがないよ

うに貼り付けなければならない。 

⑸ 入札書等の不受理について 

次の各号のいずれかに該当する入札書等は、不受理とする。 

ア 上記⑶入札書等の提出方法に規定する郵送方法によらないとき 

イ 入札公告に示す到着期日以外に提出された入札 

ウ 封筒に所定の記載がなく、又は誤った記載（誤字、脱字等軽微なものを除く。た

だし、入札参加の意思表示に疑義を生じさせる等有効と取り扱うことに支障がある

ものは、この限りでない。）をしたとき 

⑹ 入札の無効について 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ 所定の日時までにされなかった入札 

ウ 同一事項の入札について、入札者が２以上の入札をした場合のそのいずれもの入 

 札 

エ 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 

オ 開札日、業務年度、業務番号、業務名又は業務場所のいずれかが入札公告と異な

るか又は未掲載で意思表示が明確でない入札書による入札 

カ 入札者の記名押印を欠いた入札書による入札 

キ 金額を訂正した入札書による入札 

ク 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 

ケ その他入札に関する条件に違反した入札 

⑺ 失格について 

次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 

ア 予定価格を上回った入札を行った者 

イ 最低制限価格を下回った入札を行った者 

ウ 虚偽の技術資料を提出した者 

エ 前各号に掲げるもののほか、入札公告において示した入札条件に違反して入札を

行った者 

⑻ 再度入札について 

開札の結果、落札候補者決定に至らない場合は、最低制限価格及び最低制限基準額

を公表せず、開札後１回目の再度の入札の入札提出期日等を入札参加者に通知するも

のとする。再度の入札においても、郵便入札の方法を準用する。 

なお、この場合、再度入札資格者が１人になった場合は、入札を打ち切る。ただし、 

次に該当する入札をした者は、再度入札に参加できない。 

ア 上記⑹入札の無効についてのアからエのいずれかに該当する入札 

イ 予定価格を上回る入札 
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５ 開札等に関する事項 

⑴ 開札予定日時及び場所 

  ア 入札日時     令和８年４月２４日(金曜) 午前 11時 00 分 

  イ 入札・開札場所  和歌山県田辺市稲成町２６７０番地 

             紀南広域廃棄物最終処分場 管理棟内 

⑵ 開札の方法 

  ア 開札は、入札事務に関係のない関係市町職員２名が立ち会いの下で執行するもの

とする。 

イ 開札の傍聴は可能とし、傍聴を希望される場合は、ホームページに掲載している

開札傍聴申請書を提出するものとする。なお、本件の定員を３名までとする。 

⑶ 落札候補者となるべき最低価格入札者（最低制限価格以下で失格となった者を除

く。）が２者以上ある場合の落札者の決定方法 

くじにより落札者を決定するものとし、くじの方法は次のとおりとする。 

  ア 入札者があらかじめ入札書に記載した３桁のアラビア数字で構成される「くじ番

号」及び郵送の際の一般書留又は簡易書留の引受番号（受領証に「お問い合わせ番

号」として表記されたものをいう。）を別記に定める所定の計算式に当てはめて算出

した結果によって落札候補者を決定する方法とする。 

イ くじの抽選は、開札後、直ちに行うものとする。 

⑷ 落札候補者への通知及び開札状況の公表 

落札候補者には電話及びファックスで通知するものとする。開札状況は速やかに紀

南環境広域施設組合のホームページにおいて公表するものとする。 

 ⑸ 入札結果の公表予定 

   公表日    令和８年４月２７日(月曜) １５時 

⑹ 落札予定について 

   落札予定日  令和８年５月８日(金曜) 

 ⑺ 公表方法 

入札結果の公表については紀南環境広域施設組合ホームページにおいて閲覧により

公表するものとする。 

 

６ 審査に関する事項等（事後審査） 

⑴ 審査を行うに際し、提出された技術資料で判断する。なお、その際の着目点は、次

のとおりとする。 

技術者評価…配置予定技術者の資格（技術士） 

管理技術者、照査技術者及び主任担当技術者として技術士を配置できること。 

技術資料等… 

ア 管理技術者、照査技術者及び主任担当技術者は、技術士(総合技術監理部門にお

ける廃棄物・資源循環（旧名の廃棄物管理、廃棄物処理、廃棄物管理計画を含む）

又は衛生工学部門における廃棄物・資源循環（旧名の廃棄物管理、廃棄物処理、
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廃棄物管理計画を含む）の資格を確認できる書類の写し 

イ 管理技術者及び主任担当技術者は、過去 10年間に、地方自治体、広域連合又は

一部事務組合が発注した最終処分場の一般廃棄物処理施設整備基本構想若しくは

基本計画策定業務の経験実績を確認できる書類 

ウ 各技術者は、落札候補者と恒常的に３か月以上の雇用関係があり、そのことを

確認できる書類 

⑵ 一度提出された技術資料の書換え、引替え又は撤回は特別な事情がない限り認めな

いものとする。 

⑶ 上記⑴に係る審査資料の提出期限は、令和８年４月３０日(木曜)の午後５時までと

する。 

 

７ 落札者の決定方法 

 ⑴ 落札候補者から提出された技術資料の審査を行い、審査の結果、入札参加資格要件

を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。入札参

加資格要件を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行った入札を無効

とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、技術資料等の提出を求め、審査を行

うものとする。なお、落札者が決定するまで同様の手続を行うものとする。落札候補

者となるべき同価格で入札したものが２者以上ある場合は、くじによって落札候補者

を決定する。 

⑵ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした落札候補者（最低

制限価格を下回った入札をした者を除く。）を落札者とする。 

 

８ 留意事項 

⑴ 本件について、１者のみが参加した入札においても成立するものとする。 

⑵ 契約締結後、消費税及び地方消費税の改正税率の適用となる契約については、 後日、

改正税率による変更契約を行うこととなるので留意すること。 

⑶ 質問等について 

仕様書等の内容に関する質問等については、令和８年４月７日（火曜）から令和

８年４月１０日（金曜）正午まで電子メール又はファクシミリにて受け付ける。送

信後に必ず電話（0739-81-3550）連絡を行うこと。 

    全体への周知を要するものについては、令和８年４月１４日（火曜）正午を目途

に組合ホームページへの掲載をもって回答する。 

⑷ 問い合わせ先 

    問い合わせ先は下記のとおりとする。 

なお、質問（様式自由）及び（ＰＤＦ様式以外の）各種様式の電子データの請求

については、下記のメールアドレス宛てに送付すること。送信後に必ず電話

（0739-81-3550）連絡を行うこと。 
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    紀南環境広域施設組合  電話番号  0739-81-3550 

                   ＦＡＸ番号 0739-81-3551 

                E-mail     info@kinan-kankyo.jp 

 

９ その他 

  この公告に定めのない事項については、入札関係規定集（紀南環境広域施設組合ホー

ムページ⇒組合事業⇒入札関係規定集を参照）に定めるところによる。 

 


